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第 １ 章  総    則 

 

 

第１条 共通仕様書の適用 

 本業務の施行にあたっては、青森県県土整備部制定「共通仕様書（設計業務等編）」、東北地区

用地対策連絡協議会「共通仕様書〔用地調査並びに算定編〕」、財団法人経済調査会「全国版設計

業務等標準積算基準書」によるほか、特記仕様書に基づき実施しなければならない。 

 共通仕様書と特記仕様書が一致しない条項は、特記仕様書が優先する。 

 

第２条 委託業務履行期限 

    履行期限 令和５年９月３０日 

 

第３条 照 査 技 術 者 

    本業務については照査技術者を配置すること。 

 

第４条 打ち合わせ等 

    本業務における打ち合わせは、少なくとも、当初、中間 １ 回、成果納品時とする。 

    また、打ち合わせを行う時期は、調査職員と協議の上決定する。 

第５条 業 務 計 画 

    本業務における業務計画書は、当初打ち合わせ後、速やかに提出するものとする。 

 

第６条 資 料 の 貸 与 

    貸与する図書及びその他の関係書類は、下記のとおりとする。 

     

                                             

                                             

 

第７条 履 行 報 告 

    受注者は、契約書第１５条の規定に基づき、履行状況を別に定める様式に基づき作成し、調査職員

に提出するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 ２ 章  業 務 内 容 

 

第１条 作業条件 

    作業条件は、下記のとおりとする。 

    工    種                  作 業 条 件 

測量業務 

  基準点測量 平地・耕地 

   ４級基準点測量・永久標識設置なし（伐採なし）  ８点 

   

現地測量 

   現地測量（１／５００）・１４，６９１㎡           １式 

 

  用地測量 耕地・１４，６９１㎡ 

   境界確認 

     復元測量                       １式 

     境界確認                       １式 

     土地境界確認書作成               １式 

  用地実測原図の作成（１／５００）           １式 

  打ち合わせ等                       １式 

 

 

第２条 そ の 他 

   １．完成検査の予定については、実施予定の前月１５日までに予定日を調査員に報告のこと。 

   ２．色彩等の景観の検討については、青森県景観条例に基づき、「青森県公共事業径間形成基準」及

び「青森県景観色彩ガイドライン」を遵守しなければならない。 

   ３．防犯に配慮した環境の検討については、「防犯に配慮した設計ガイドライン」を遵守しなければなら

ない。 

   ４．「青森県リサイクル製品の認定及び仕様の推進に関する条例」（青森県リサイクル製品認定制度）

第９条第１項の規定により制定された、「青森県認定リサイクル製品優先使用指針」を遵守しなけれ

ばならない。 

   ５．受注者は、受注者及び下請負者に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、発注者及び

警察へ報告・通報しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 



第 ３ 章  成  果  品 

 

第１条 成果品の提出 

    成果品は共通仕様書で定めるほか、次のものを提出すること。 

    受注者は「青森県電子納品運用ガイドライン」に基づいて作成した電子データにより、成果品を提出

するものとする。 

 

  １．報  告  書    

     （１）電子媒体（CD-ROM）                    １部 

     （２）紙媒体（簡易なファイルにとじたもの、図面を含む）   １部 

  ２．そ  の  他 

     （１）現地測量写真集                        １部（報告書電子媒体に含む） 


